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（教育福祉委員会資料） 
令 和 ３ 年 ９ 月 
子ども若者はぐくみ局 

 
   京都市民間保育園等職員の給与等運用事業補助金に係る調査結果等について 

（令和元年度分） 

 
１ 京都市民間保育園等職員の給与等運用事業補助金の概要 

⑴  補助金の趣旨 

（公社）京都市保育園連盟（以下，「連盟」という。）が実施する京都市民間保育園

等職員の給与等運用事業（以下「給与等運用事業補助金」という。）（※）に対し，補

助金を交付するもの。 

(※) 全民間保育園等の保育士等の処遇改善や，保育水準の向上に取り組むことにより，

子どもの最善の利益に資することを目的とした，民間保育園及び認定こども園（幼保連

携型及び保育所型）を対象に本市補助金を配分する事業 

⑵  予算 

 

 

 

⑶  補助金の配分について 

連盟は，配分ルールに基づき各園に補助金を配分する。 

（配分ルール） 

認定職員数，モデル人件費，自由裁量・創意工夫を促進するためのポイント基準

に基づき，各園の所要額を算出し，所要額から園に直接支払われる給付費の人件費

部分等を差し引いた金額を配分 

 

⑷  補助金の使途等の制約について 

    配分された補助金は，人件費への充当のみ可能としているが，保育士の給与改善

に使途を限定していない。人件費に充当していれば，例えば，保育士をより多く雇用

するためや保育士以外の職種にも活用できる。 

 

⑸  国制度の給付費との関係について 

  ア 国制度の給付費については，基本分単価，各種加算，処遇改善等加算から構成さ

れる。基本分単価は，内訳として人件費，事業費，事務費に区分されているが，処

遇改善等加算の一部を除き，区分どおりに支出を行う必要はない。 

イ 本市の給与等運用事業補助金は，給付費のうちの人件費及び処遇改善等加算の更

なる充実を図ることを目的に交付しているが，現行では給付費と給与等運用事業補

助金との間で人件費の支出の際に充当の優先順位を定めていない。 

 

 

 

 

R 元年度予算 R2 年度予算 R3 年度予算 

3,439,050 千円 3,487,927 千円 3,577,765 千円 

別紙 
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２ 給与等運用事業補助金に係る調査について 

⑴  調査目的 

給与等運用事業補助金をはじめとする民間保育園及び認定こども園（幼保連携型及

び保育所型）（以下「保育園等」という）を対象とした人件費補助について，その交付

の有効性及び効率性を検証するもの 

 

 

 

 

 

 

⑵  調査内容 

令和元年度の各園における職員全員の人件費の支出状況 

各園が別途提出している処遇改善等加算に係る報告項目（職種，賃金総額，処遇改善

Ⅱにより改善する給与項目・支給月額など）に加え，法定福利費，退職金に係る拠出金，

退職給付支出，その他人件費相当の費用（調理業務委託費用，職員採用に係る手数料，

職員確保に係る広告費）の項目について，補助金交付先の連盟に対し，報告を求めた。 

⑶ 調査期間 

令和３年４月１６日～５月７日 

ただし，入力不備等があったため，その後も７月中まで内容確認等を実施 

⑷ 調査施設 

保育園等：２６４園 

ただし，令和元年度末に閉園した施設が１施設あり，実際に調査できたのは２６３園 

 

３ 調査結果 

別添のとおり 
 

【京都市補助金等の交付等に関する条例】第７条 
市長等は，社会経済情勢の変化その他諸般の状況に的確に対応するために，補助金

等の交付の有効性及び効率性を検証し，必要があると認めるときは，補助金等の新
設，充実，統合，廃止その他適切な措置を講じるものとする。 
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１ 人件費総額の収支比較 

⑴ 分析方法 

人件費に係る園収入と園支出を比較した。 
園人件費収入の算定に当たっては，国制度として支払われる給付費の人件費相当と

人件費に係る各種市補助金を合計し，園人件費支出については，調査結果によって把握

した園の人件費等（※）に係る支出総額を計上した。 
※ 決算書上の人件費（給与，法定福利費，派遣人件費等）のほか，調理業務委託費用や職

員採用に係る手数料・広告料を含む 
 

⑵ 調査結果 

園人件費収入が園人件費支出を約２６億円上回る。 
 
⑶ 考察 

給与等運用事業補助金をはじめとした市補助金は使途を人件費に限定しているもの

が多いが，人件費への充当にあたって給付費との優先順位は定めておらず，また，給

付費は配置基準の遵守等，一定の要件を満たせば，他区分への使用が可能であること

から，人件費の支出に当たっては，市補助金から充当されており，結果的に，給付費

の一部が単年度積立金等（※）に充当されていると考えられる。 
※ 人件費積立金，修繕積立金，備品等購入積立金，施設整備積立金 
※ 端数処理により合計や差額が合わないことがある。以下同じ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※元年度末の各法人の累積積立額は213億円

単年度積立額（※）

約10億円

人件費収支での黒字　約26億円

人件費以外で使用

約16億円

施設修繕，物品の購入等に支出さ

れていると推測される。 

別添 

差額は約26億円

園支出

約325億円

約325億円

園収入

約350億円

国給付費

加算

市補助

約202億円 約38億円 約44億円 約66億円

基本分 処遇改善
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２ 職種別の収支状況 

⑴  分析方法 

ア 概要 

保育園等においては，園長，保育士等（保育士，保健師，看護師，保育補助），調

理師等（調理師，栄養士，調理補助），事務員等（事務員，用務員，その他職員）が

働いており，それぞれの職種の人件費総額の収支を分析した。 
なお，分析に当たっては，職種別の振り分けが困難な以下の支出を除いている。 

 
 
 

 

イ 算出方法 

収入：入所児童数等に基づく配置必要職員数から，以下の考え方に基づき，職種

別収入を算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出：調査によって把握した園の職種別の人件費支出の合計 
※給与，法定福利費，派遣人件費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給付費 

・ 基本分：職種ごとの金額が定められていないため，保育所の国通知において示されている職種ごと

の人件費単価（令和元年度：保育士 393 万円，調理員等 326 万円）から必要職員数で

按分して推計 

・ 加算分：職種が指定されている加算は当該職種に，複数職種への加算の場合は基本分と同様に

按分 

・ 処遇改善：実額を算出 

○市補助 

職種が指定されている補助は当該職種に，複数職種の場合は給付費基本分と同様に按分 

○講師等：園独自の講師（体操・サッカー等）の招へい等に要した経費（４５，８９５千円） 

○手数料，広告費：職員採用に係る手数料，職員確保のための広告経費（１６4，０９７千円） 

○報告不備：詳細不明であり，振り分け困難（３４，９９６千円） 
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⑵  調査結果 

保育士等（保育士，保健師，看護師，保育補助） 

※ 保育補助とは，保育士資格を持たず保育の業務を補助する者 
ア 概要 

園支出（２５２億５４百万円）＜園収入（２９４億３４百万円）となっており，

その差額は約４２億円（超過率８５．８％） 

【収支比較表（単位：百万円）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ 詳細分析 

（１人当たり平均人件費） 

・ 保育補助を除く保育士等の常勤職員の平均人件費は約５５３万円となり，職種

別の園収入から想定される１人当たりの単価約５４４万円とほぼ同水準。 
・ 連盟作成の給与表による保育士の平均給与額（モデル）は４７６万円。今回の

調査による常勤職員給与（社会保険料除く）の平均値は約４７７万円であった。 

  （常勤職員のうち１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 保育士等（保育補助除く）の常勤職員（１２箇月勤務）で比較した場合，最大

約１，４８１万円，最小約２２４万円であり，その差は最大６．６倍となってい

る。 
・ 保育補助を除く保育士等の中央値は約５３１万円 
 

ウ 考察 

 常勤職員の給与水準は制度（国制度給付費及び市補助金）で想定している水準に

達している。収支差額については，この間，国制度給付費が充実し，収入が増加す

る中で生じていると考えられる。当該差額は，人件費への充当に当たって市補助と

給付費の間で優先順位を定めていない中で，市補助金から充当を行い給付費の一部

を他の経費に充当することが可能であることから，人件費以外にも充当されている

ものと考えられる。また，市補助金について支出する職種を限定するとの条件を付

していないことから，他職種の人件費にも充当されているものと考えられる。 

差額

4,180 

派遣 559 

加算分 1,951 

29,434

園支出 園収入

基本分

17,434 

25,254

常勤

20,585 

非常勤

3,742 3,853 

6,196 

市補助

処遇改善報告不備

367
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＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数            （単位：人） 
 
 
 
      
 
 ■１人当たり人件費               （単位：千円） 
 

 
 
 
 

   ■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況  

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母数 最大値 最小値 中央値

3,348人 14,814千円 2,237千円 5,304千円

保育士，保健師，看護師 3,337人 14,814千円 2,237千円 5,313千円

保育補助 11人 4,759千円 2,507千円 3,910千円

保育士等

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

5,444 5,519 1,269 1,782

保育士，保健師，看護師 5,444 5,525 1,548 1,911

保育補助 - 3,679 420 812

園支出

保育士等

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 報告不備

3,730 2,949 314 441 

保育士，保健師，看護師 3,718 2,219 277 416 

保育補助 12 730 37 25 

保育士等
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調理師等（調理師，栄養士，調理補助） 

ア 概要 

園支出（３３億８５百万円）＞園収入（３０億６６百万円）であり，その差額は

約３億円（超過率１１０．４％） 

【収支比較表（単位：百万円）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 詳細分析 

（１人当たり平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約４９５万円となり，職種別の園収入から想定される

１人当たりの単価約４３４万円を上回る。 

  （常勤職員のうち１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 調理補助を除く常勤職員（１２箇月勤務）で比較した場合，最大約９４５万円，

最小約２３８万円と大きな差があり，その差は最大４．０倍となっている。 
・ 調理補助を除く調理師等の中央値は約４７９万円 
 

ウ 考察 

 超過分の財源は，保育士等分の園収入の一部から充当されているものと推測され

る。 

＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数   （単位：人） 
 

       

■１人当たり人件費      （単位：千円） 
 
 

 

■常 勤 職 員 （ 12 箇 月 勤 務 ） 1 人 当 た り 人 件 費 の 分 布 状 況  
 

非常勤 374 差額

市補助 405 319 

処遇改善 366 

2,273 

園支出 園収入

3,385

基本分

3,066

常勤

2,697 

加算

22

派遣：60
委託：167
報告不備：86

母数 最大値 最小値 中央値

478人 9,446千円 2,375千円 4,793千円

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

4,343 4,949 1,081 1,314

園支出

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 報告不備

545 346 46 100 
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事務員等（事務員，用務員，その他職員） 

ア 概要 

園支出（１１億９７百万円）＞園収入（５億８７百万円）であり，その差額は約

６億円（超過率２０３．９％） 

【収支比較表（単位：百万円）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 詳細分析 

（１人当たり平均人件費） 
・ 常勤職員の平均人件費は約５５６万円となり，職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約２２３万円の約２．５倍となっている。 

（常勤職員のうち１２箇月勤務した職員 1人当たり人件費の分布状況） 

・ 常勤職員で比較した場合，最大約１，３９２万円，最小約２３１万円と大きな

差があり，その差は最大６．０倍となっている。 
・ 中央値は約５４７万円 
 

ウ 考察 

超過分の財源は，保育士等分の園収入の一部から充当されているものと推測され

る。 

＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数   （単位：人）        
 
 

■１人当たり人件費      （単位：千円） 
 
                      
                      

■常 勤 職 員 （ 12 箇 月 勤 務 ） 1 人 当 た り 人 件 費 の 分 布 状 況  
  

差額

610 

751 

園支出

常勤

非常勤

380 

1,197

231 

基本分

園収入

178 

140 

加算分

処遇改善

587 

派遣：21

報告不備：45

市補助

38

母数 最大値 最小値 中央値

116人 13,921千円 2,310千円 5,467千円

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 報告不備

135 359 20 34 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

2,233 5,562 1,059 1,073

園支出
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園長 

ア 概要 

園支出（２４億１３百万円）＞園収入（１９億５７百万円）であり，その差額は約

４．６億円（超過率１２３．３％） 

【収支比較表（単位：百万円）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

イ 詳細分析 

（１人当たり平均人件費） 
・ 常勤職員の平均人件費は約８９５万円となり，職種別の園収入から想定される

１人当たりの単価約７５０万円の約１．２倍となっている。 

（常勤職員のうち１２箇月勤務した職員 1人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大約１，８５４万円，最小約１８３万円と園によって大きな差があり，その

差は最大１０．２倍となっている。 
・ 中央値は約９２５万円 

ウ 考察 

    超過分の財源は，保育士等分の園収入の一部から充当されているものと推測され

る。 

 

＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数    （単位：人） 
 
 

■１人当たり人件費      （単位：千円） 
                     
 
 

■常勤職員（12 箇月勤務）1 人当たり人件費の分布状況 
 

差額

456 

処遇改善 65

加算分

270 

園支出 園収入

2,413

常勤

2,409 

1,622 

基本分

1,957 

非常勤 5

母数 最大値 最小値 中央値

238人 18,543千円 1,826千円 9,247千円

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

7,498 8,954 4,623 -

園支出

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 報告不備

269 1 - - 



 

8 

３ 中間総括（見直しの基本的な視点） 

⑴ 調査結果について 

本調査の結果，令和元年度の人件費総額について，園収入が園支出を約２６億円上回

っていることがわかった。職種別で見ると，保育士等について，人件費支出２５２億５

４百万円に対して，国制度給付費と市補助金からなる人件費収入が２９４億３４百万円

と，約４２億円の収支差が生じていることが判明した。 

この収支差は，主にこの間，国制度給付費が充実し，園収入が増加したことにより生

じていると考えられる。 

こうした中で，各運営法人等の令和元年度決算における単年度積立金の合計が約１０

億円となっており，この積立の結果，令和元年度末の累積積立額は２１３億円となって

いる。 

 

当該差額が人件費以外に使用されることを可能としている要因としては，国制度給付

費と市補助金との間で充当の優先順位を定めていないことが挙げられる。人件費の支出

に当たって，国制度給付費に優先して市補助金から充当を行うことにより，人件費以外

への使用が可能な国制度給付費を，積立金等他の経費に充当しているものと考えられ

る。 

また，職種別で見た場合に，収支差が想定以外の職種に充当されている要因として

は，前述の優先順位を定めていないことに加えて，国制度給付費及び市補助金の大半

が，想定する職種はあるものの，使途をその職種に限定していない等交付要件が緩やか

であることが挙げられる。 
 
これらの状況については，諸規定に違反するものではないが，給与等運用事業補助金

について，補助金の直接の交付先でない各園における執行状況を確認する仕組みがなか

ったことから，本市として補助金の効果を把握し，補助制度を点検するに至らなかった

中で生じたものである。 
 

⑵ 今後について 

   令和２年度分人件費等についても調査を行い，積立金や人件費以外の支出も含めて

全体を更なる精査のうえ，市補助金について，必要な見直しを行う。 

  ［見直しの基本的な視点］ 

ア 保育士の現行の職員配置基準及び給与水準の維持 

イ 本市独自補助金について，補助金の活用目的や対象をより明確にしたうえで，効

果を検証しつつ，給付費と合わせて保育水準が維持できるものとなるよう制度を再

構築 

 


